
１８年度 １９年度
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ⅰ　意識面（しない風土）の対策

① 改定原案を作成し、イントラネットで周知

② 第一線職場の声をはじめ、社内から広く意見を募集し、修正した原案を
　 企業倫理委員会で審議

③ 新たな行動基準を制定し、公布し、社内説明会を開催
  （宣誓書署名の周知とあわせて実施）

④ 各職場において、新たな行動基準の理解活動を実施

⑤ 行動基準の冊子を作成し、配布

⑥ 行動基準を活用した研修の実施

（実施）総務部

（対象）役員・全社員

⑦改定後の行動基準を基に、各種計測データの取り扱いなど具体的な業務
   における姿勢・心構えを月次ミーティング等の機会に周知・徹底

（実施）工務部
（対象）水力部門

⑧管理職研修（意識改革・行動リーダー研修）の中で、データの取扱い
　に関するケースメソッドを実施

（実施）工務部
（対象）水力部門

⑨ 今回の水力発電設備の不適切事例を電力流通本部「品質改善システム」
　 に掲載して情報共有を図り、企業倫理研修などに活用

（実施）工務部
（対象）水力部門

【仕事の基本の徹底に関するｅラーニングの実施】

①-1 仕事の基本の徹底に関するｅラーニングの作成

①-2 全社員がｅラーニングを受講

①-3 各職場でのグループ討議を実施

（実施）総務部

（対象）全社員

【技術者倫理に関するｅラーニングの実施】

②-1 設備部門対象としたｅラーニングの作成

②-2 設備部門の全社員がｅラーニングを受講

②-3 各職場でのグループ討議を実施

（実施）総務部

（対象）設備部門

【社内の技術技能認定制度における技術者倫理研修の導入】

③-1 現行認定制度のカリキュラム確認

③-2 具体的展開方法の検討（設備部門との協議）

③-3 研修資料作成

③-4 技術技能認定者を対象に研修を実施

（実施）総務部
　　　　総合研修センター

（対象）設備部門

【管理職に対する研修】

④-1 管理職に対する研修を必修化し、各企業倫理担当へ実施を依頼

④-2 役割に応じて求められるケース･メソッド等の研修を実施

（実施）総務部

（対象）管理職

【企業倫理意識向上に資する効果的な研修ツールの開発】

⑤-1 本店設備部門による不適切行為を題材にした事例集の作成

⑤-2 店所による不適切行為を題材にした事例集の作成

⑤-３ 事例集について関係箇所との調整後、イントラに掲載

⑤-4 各職場において事例集を活用した研修を実施

（実施）総務部

（対象）全社員

「企業倫理遵守に
関する行動基準」
の規定内容の充実

2

部門・職場の特性
等を念頭においた
企業倫理研修の充
実

1

実施部署 ・
対象箇所 等

水力発電設備に関する再発防止対策　行動計画

主なアクションプラン実施項目

水力系全職場の管理職を対象に研修を実施

姿勢、心構えの継続的な周知・徹底

不適切事例の掲載

水力系全職場を対象とした企業倫理研修に活用

原案作成

企業倫理委員会

各職場における理解活動

意見募集

　3/末
原案周知

冊子の作成

　8/下

行動基準の制定・公布、社内説明会の実施
　5/下

行動基準を活用した研修の実施

　8/下

配信
ｅラーニング作成

ｅラーニング受講

実施依頼

各職場における管理職への研修

3/23

10/中 上期分の実績報告

グループ討議

　8/下

配信
ｅラーニング作成

ｅラーニング受講

グループ討議

　4/24

技術技能認定者を対象に研修を実施

研修資料作成

具体的展開方法の検討（設備部門との協議）

現行認定制度のカリキュラム確認

5/10

資 料 ２

本店設備部門による事例集作成

　5/下 イントラ掲載

店所による事例集作成

　6/中イントラ掲載　4/2

4/2　作成依頼

　作成依頼

事例集を活用した研修の実施
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１８年度 １９年度
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

実施部署 ・
対象箇所 等

主なアクションプラン実施項目

3
企業倫理遵守に関
する宣誓書への署
名

① 署名の具体的な実施方法を策定し、 企業倫理委員会で審議

② 宣誓書の署名について全社員に周知し、社内説明会を開催
  （行動基準の周知とあわせて実施）

③ 各職場において、新たな行動基準の理解活動を実施

④ 行動基準を十分理解した上で、役員・社員一人ひとりが宣誓書に署名

⑤ 署名の状況を、データベースに登録

（実施）総務部

（対象）役員・全社員

4
部門間、事業所間
の人材交流の推進

① 異動方針を周知し、各部門との調整後、異動を実施

② 人材交流実施後のチェック＆フォローの実施

（実施）労務人事部

（対象）工務部門
　　　　火力部門
　　　　原子力部門等

Ⅱ　仕組み面（させない仕組み）の対策
①「ダム計測管理マニュアル」を制定し、以下を規定
   ・異常値の取扱いルールの明確化
   ・データに関する取扱責任の明確化
   ・店所計測検討会により、複数職場の計測担当者によるデータチェック
　　を実施
   ・計測担当者会議により計測業務の課題、手引きの改定要否を議論

（実施）工務部
（対象）水力部門

②「水利業務マニュアル」「水力発電所および変電所工事運用マニュア
    ル」「主任技術者マニュアル」を制改定し、法令に基づく申請、河川
    管理者の指導に基づく申請要否判断基準を定める

（実施）工務部
（対象）水力部門

【規程・マニュアルのレビューの実施】

③-1 本店及び店所・第一線職場において、規程・マニュアルのレビュー
　　  を実施

③-2 レビューの結果を踏まえ、規程・マニュアルの制改定を実施

（実施）品質・安全監査部

（対象）全社

【規程・マニュアル遵守意識をより高揚させるための教育の実施】

④-1 規程・マニュアルの遵守についてのｅラーニングの作成

④-2 全社員がｅラーニングを受講

④-3 各職場でのグループ討議を実施

（実施）品質・安全監査部

（対象）全社員

⑤以下の技術課題に関して、法令解釈の明確化、業務の標準化・適正化
　を図るため関係当局と協議を実施
　・堆砂量算出方法
　・揚水発電における流入量/放流量、水位データ処理方法
   ・栓ノ滝発電所の貯水池における流入量
   ・渋沢ダム操作規程

（実施）工務部
（対象）水力部門

⑥法令手続きに関する研修の実施
      今回の水力発電設備の手続き不備事例、関係当局からの指導・指摘
   事項をデータベース化、研修資料とし、法令手続き関する研修を実施

⑦技術に関する研修の充実・実施
　   既存研修（現業技能研修、専門技術研修等）を活用した技術研修の
   充実・実施

（実施）工務部
（対象）水力部門

規程・マニュアル
の充実

1

ダム計測管理マニュアル案の作成

水利業務マニュアル、工事運用マニュアル、
主任技術者マニュアルの内容見直し等

制定

関係当局への状況説明

関係当局との継続協議

手続き不備事例データベース化

指導・指摘事項データベース化

研修資料の整備、マニュアル内容の確認を含めた研修実施

課題事項のフォロー

課題事項のフォロー

制改定（関係当局と協議を要するものは協議後、制改定）

具体的実施方法の検討

4/24

各職場における行動基準の理解活動

各職場における宣誓書署名・提出

署名状況のデータベース登録

行動基準の制定・公布、社内説明会の実施

宣誓書配布　6/上

　5/下

企業倫理委員会

レビューの実施（本店）

レビューの実施（店所・第一線）

制改定作業（本店）

制改定作業（店所・第一線）

4/13

4/23
6/14

5/14

実施状況報告

9/中

　8/下

配信
ｅラーニング作成

ｅラーニング受講

グループ討議

研修計画の立案、プログラム整備

研修実施・展開

異動方針周知 異動実施関係各部との調整

チェック＆フォロー

7/1

必要に応じて適宜実施
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１８年度 １９年度
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

実施部署 ・
対象箇所 等

主なアクションプラン実施項目

【再発防止対策の実施状況の確認】
①-１本店各部におけるの実施状況を監査部門が監査
①-2 店所・第一線における実施状況を監査部門が監査
①-3 再発防止対策の実施状況について、本店各部が自部門の検証を実施
①-4 監査結果について、再発防止対策の効果の検証も含めて、再発防止
　　  策検討部会に報告
①-5 検証結果を踏まえ再発防止対策の適切な見直しを実施

（実施）品質・安全監査部

（対象）全社
　　　（原子力部門除く）

【水力部門における保安監査の充実】

②-1 保安監査の具体的実施方法の策定
　　（河川法についても監査対象とし、社外提出データの適切性も確認）
②-2 店所への周知、試行、調整を実施
②-3 保安監査を実施し、その結果を経営層に報告

（実施）品質・安全監査部

（対象）水力部門

③ 本店、店所の自己評価に基づく今回の再発防止策の実施状況の確認
　 および実効性の評価

（実施）工務部・各店所
（対象）水力部門

Ⅲ　仕組み面（言い出す仕組み）の対策

1

業務の点検月間の
設置等による業務
の集中的見直しの
実施

① 全社大で集中的に業務見直しを行う「業務の点検月間」を設置

② 本店業務主管部門がテーマを選定し各職場でグループ討議を実施

③ 洗い出された事例について、改善処置を検討し、業務を見直し

④ 重大な法令違反等が確認された場合は、速やかに公表

（実施）再発防止策検討部会

（対象）全社

2
設備のトラブルや
不具合を管理する
仕組みの充実

【水力部門における不具合管理の仕組みの充実】
①-1 既存の不具合管理の仕組みを活用し、不適合事例を水平展開する仕組
　　  みを構築

①-2 システムへの不適合事例掲載、全店周知し、不具合管理を実施

①-3 運用状況を確認し、随時、課題事項をフォロー

（実施）工務部

（対象）水力部門

【第一線職場が抱える悩みを軽減するサポートの強化】
①-1 本店管理職が第一線職場を訪問しての意見交換
①-2 ダム計測管理業務に関する技術的課題や法令等の解釈について
　　  サポート体制を充実
　  　   日常の計測管理などで感じた疑義や計測値の分析・評価などに
        関して気軽に相談できるように本店主管部門の窓口を定め、社内
        専門家などを活用する仕組みを構築

（実施）工務部

（対象）水力部門

【企業倫理相談窓口の全社員へのさらなる周知・徹底】

②-1 イントラネットを利用した周知・徹底

②-2 宣誓書署名にあわせた周知・徹底

②-3 社報による周知・徹底

②-4 ｅラーニングによる周知・徹底

②-5 各職場の企業倫理担当への相談体制を充実

（実施）総務部
（対象）全社員

③第一線職場毎に監督官庁への情報提供、協議機会の充実を図る
　   定期報告に係る異常データに関する相談、工事計画の協議を実施

（実施）工務部
（対象）水力部門

4

第一線職場支援の
ための法務・コン
プライアンス機能
の強化

① 本店に「法務室」を設置

② 法律相談受付ラインの整備

③ 法務室が全事業所に赴く「出前法律相談」の実施

④ 法律関係手引書の充実

⑤ 法務担当者の人材交流の拡大（１９年度以降、順次実施）

（実施）総務部

（対象）全社、総務部

再発防止対策の実施状況の確認と対策の見直し・改善

① 再発防止対策の実施状況について、本店各部が自部門の検証を実施

② 監査結果について、評価の具体的な実施方法の検討を踏まえ、再発防止
　対策の効果の検証も含めて、再発防止策検討部会に報告

③ 検証結果を踏まえ再発防止対策の継続的な見直しを実施

（実施） 各部門
　　　　 品質・安全監査部

（対象）全社
　　　（原子力部門除く）

再発防止対策の実施状
況の確認、効果の検
証、見直しの実施

業務プレッシャー
等から第一線職場
が抱える悩みを軽
減するためのサ
ポートの強化

3

内部監査機能の強
化・充実

2

当該年度の工事計画および定期報告データの計測予定等を報告（国土交通省）

工事に係る法令手続き等について適宜事前相談を実施（国土交通省、経済産業省）

具体的実施
方法の策定

店所へ周知、試行、調整

保安監査実施

4/26

本店各部における実施状況を確認 店所・第一線における実施状況を確認

本店各部の検証

報告

報告

３/下

（４月予定）

実施状況の確認

経営層店所訪問

店所討議
テーマ設定

第一線職場
で討議

本店討議
リスク管理委員会へ報告

全店周知

具体的実施方法の策

課題事項のフォロー

9/中

5/21

　5/下

　6/中

取り組み状況報告

適宜、企業倫理担当へ相談しやすいよう環境を整備

周知・徹底方法の策定

イントラネットによる再周知

宣誓書配布　6/上

各企業倫理担当へ依頼

　3/23

社内専門家等を活用するサポート体制の構築

全店周知

店所巡回キャンペーン

課題事項のフォロー

社報へ掲載　7/上

ｅラーニング配信　8/下

各職場における取組

体制の決定 新法務体制

法律相談受付受付ライン
(ﾍﾙﾌﾟﾗｲﾝ)の新設

出前法律相談の実施

法律相談事案の水平展開
（法律関係手引書の充実等）

「法務室」設置

自己評価による確認およびフォロー

不適合事例を水平展開する仕組みの構築

システムへの不適合事例掲載、全店周知

運用状況の確認
課題事項のフォロー

不具合管理

7/1

本店各部の検証 ３/下

実施状況の確認 報告

評価の具体的実施方法検討・立案
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１９年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

経済産業省指示事項（３０項目）に対する行動計画
保安規程の変更命令（電事法第４２条第２項）

ａ．主任技術者が保安の監督を行う責務を十全に果すことができる
ように独立性を確保し、責任範囲を適切な規模とすること。

ｂ．主任技術者の職務に記録を点検し、その内容を確認することを
追加すること。

ｃ．保安教育として、電気事業法等の法令の内容についての理解を
深めさせるための教育プログラムを追加する。その際、保安教育の
実施について「必要に応じて」、「原則として」といった曖昧な記
述を削除し、計画的に実施すること。

ｄ．工事計画の届出を必要とする工事に該当するか否かを確認し、
届出を行う必要がある場合には、電気事業法の規定に基づいて届出
を行う手続きが取られたかどうかを確認するための手続きを設ける
こと。
ｅ．作成し保存すべき記録について、適正に記録し、適切に管理す
ることを確実にすること。

3
技術基準適合命令（電事法第４０条）
技術基準を満たしておらず、使用を停止し、技術基準に適合するよ
う改造すること。（小武川第三発電所上来沢川ダム）

設備改修計画を策定し、工事を実施する 水力

4
電力会社の再発防止対策の策定
再発防止対策を具体的に実現していくため、時間軸の入った行動計
画を策定し、説明責任を明確化し、情報公開に取組む。

①再発防止対策を具体的に実現していくために、行
動計画を策定。
②実施状況の公表を含め、説明責任の明確化や情報
公開に向けた取り組みの実施。

全部門共通

21
水力・火力分野における立入検査の実施（電事法第107条）
技術基準の適合状況の確認の観点から立入検査を実施する
４９水力発電所,東扇島２号機,広野火力１号機

立入検査を受検する。 水力・火力

22

電事法に基づく保安規程の記載内容の充実
電事法施行規則を改正し、適切に保安規程の内容を変更。
（ⅰ）法令要求事項を明確化し、業務遂行上、確実に満足するよう
改善すること。
（ⅱ）文書及び記録が適切に作成、変更され、保存されるよう改善
すること。
（ⅲ）文書及び記録の作成、変更に対して、内容を適切に審査承認
する仕組みとするよう改善すること。
（ⅳ）保安活動が保安規程に基づき実施されることを確実にするよ
う、監視・監査するよう改善すること。
（ⅴ）定期的に保安活動の実施状況を踏まえ、必要に応じ、保安規
程を改定する仕組みとするよう改善すること。
（ⅵ）外部から、物資等を調達する場合、調達内容に応じて調達内
容が確実に管理される仕組みを構築するよう改善すること。
（ⅶ）上記の改善が適切に行うことができるよう保安組織を構築、
運営するよう改善すること。

電事法施行規則の改正に対応し、保安規程を変
更する。
合わせて、社内規程・マニュアル類の改訂を行
う。

水力・火力

23
法令技術に対する確実な教育訓練の徹底（水力・火力）
必要な法令と技術の双方の観点から、確実な訓練を徹底する。

　　　　　　―――――――――― 水力・火力

24
電気主任技術者等の役割の強化（水力・火力）
電気主任技術者等の独立性を確保、責任と権限を持たせる。

　　　　　　―――――――――― 水力・火力

25

火力、水力分野に係る規格基準の見直し
・安全規制に関する規格・基準について最新知見を適宜反映し、実
状を踏まえた、分かりやすく、使いやすいものに見直していく。
・特に、発電用水力設備に係る技術基準については、河川法との整
合化を図る。

　　　　　　―――――――――― 水力・火力

主なアクションプラン

2 水力・火力
保安規程の変更命令に基づき、保安規程を変更す
る。
合わせて、社内規程・マニュアル類の改訂を行う。

実施項目
実施部署 ・
対象箇所 等

「行動計画」確定

保安規程変更届出

社内規程・マニュアル類の改定

「行動計画」一次案策定・レビュー

「行動計画」案改定・レビュー

「行動計画」提出

「行動計画」に基づく再発防止対策の実行・実施状況の確認・計画の見直し
逐次、地域の会等にて実施状況を説明

変更の検討

保安院による実施状況確認

保安規程変更命令

5/7

独立性を確保した電気・ダム水路主任技術者の配置や保安教育の実施等

経済産業省指示事項（30項目）に対する行動計画の項目２．ｃに記載。

保安院による実施状況確認

経済産業省指示事項（３０項目）に対する行動計画の項目２．ａに記載。

電事法施行規則の改定

保安院の取組結果を踏まえて対応を検討し実施。

保安院の取組結果を踏まえて対応を検討し実施。

４８条申請 工事実施

使用前自主検査
安全管理審査

技術基準適合命令

5/7 出水期河川工事制限期間

立入検査受検
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１９年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

主なアクションプラン実施項目
実施部署 ・
対象箇所 等

26
部門を超えた取組みの強化（水力・火力）
電力会社における部門間の情報共有、部門をまたがる問題への対応
能力の強化する。

電気、制御設備については、既に工務・火力・原子
力技術連絡会、制御技術連絡会等において情報共有
を行っているが、これまで以上に事故トラブルの未
然防止や信頼性の向上に寄与できるよう、運営方法
の改善を図っていく。

今回の総点検で設置した発電対策部会及び再発防止
対策部会を当面存続させ、部門をまたがる問題につ
いて対応していく。

水力・火力

27
他社、他産業から得られた教訓の的確な反映（水力・火力）
電力会社間等の情報共有を進めるとともに、他産業から得られた知
見を的確に活用する仕組みの構築する。

電力会社間の情報共有を進め、他産業から得ら
れた知見を活用する仕組みとして、電事連に
「事故情報連絡会」を設置し、半期に１回程度
開催する。

水力・火力

28
保安規程等を遵守するための仕組みの検討（水力・火力）
事業者が保安規程やその内部運用規定、マニュアル等も含めた保安
に係る諸規定を確実に遵守するための仕組みの検討する。

　　　　　　―――――――――― 水力・火力

29
事業者における保安活動を外部評価する仕組みの検討
事業者における保安活動が諸規定に則して適切に行われているかに
ついて、外部評価を行う仕組みの導入について検討する。

　　　　　　―――――――――― 水力・火力

30
水力、火力分野に係る申告処理の充実強化
水力・火力分野に係る申告処理の充実強化について検討する。

　　　　　　―――――――――― 水力・火力

１９年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

経済産業省指示事項（平成19・04・18原第42号）に対する行動計画
水力・火力分野

(1)法令、技術に対する確実な教育訓練の徹底 ――――――――――

(2)各部門間の情報共有 ――――――――――

(3)電力会社間での情報共有等 ――――――――――

１９年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

行政処分に対する行動計画

2 保安規程の変更命令 ―――――――――― 水力・火力

3 技術基準適合命令 ―――――――――― 水力

2 水力・火力

実施項目 主なアクションプラン
実施部署 ・
対象箇所 等

実施項目 主なアクションプラン
実施部署 ・
対象箇所 等

保安院による実施状況確認

事故情報連絡会（電事連）設置

半期に一回程度開催

部門間情報共有の実践

社内ルール化

組織、運営方法等の検討

保安院による実施状況確認

経済産業省指示事項（３０項目）に対する行動計画の項目２６に記載。

経済産業省指示事項（３０項目）に対する行動計画の項目２．ｃに記載。

経済産業省指示事項（３０項目）に対する行動計画の項目２７に記載。

経済産業省指示事項（３０項目）に対する行動計画の項目２に記載。

保安院の取組結果を踏まえて対応を検討し実施。

保安院の取組結果を踏まえて対応を検討し実施。

保安院の取組結果を踏まえて対応を検討し実施。

経済産業省指示事項（３０項目）に対する行動計画の項目３に記載。

 2-5




